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令和４年第４回白鷹町議会臨時会  第１日 
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日程第 ３ 行政報告 

日程第 ４  議第４６号  令和４年度白鷹町一般会計補正予算（第３号）について 
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 大 木 健 一 
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上 下 水 道 課 長  鈴 木 克 仁 

病院事務局次長  渡 部 町 子 

教 育 次 長  橋 本 秀 和 

監 査 委 員  竹 田 謙 一 

 

    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     

○職務のために出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局 長  髙 橋 浩 之 

補 佐  芳 賀 和 則 

書 記  竹 田 雅紀子 



 

開 会                ＜午前１１時＞ 

 

     【開議の宣告】                               

○議長（今野正明） ご参集まことにご苦労様です。 

  これより、令和４年第４回白鷹町議会臨時会を開会いたします。 

ただいまの出席議員は全員であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 

     【議事日程の報告】                             

○議長（今野正明） 議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

     【会議録署名議員の指名】                          

○議長（今野正明） 議事に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本件については、会議規則第125条の規定により、議長より指名いたします。 

４番 竹田雅彦君 

５番 丸川雅春君 

の両名を指名いたします。 

 

     【会期の決定】                               

○議長（今野正明） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期については、本日開催の議会運営委員会に諮問し

たところ、８月２日本日１日が適当との答申がありましたが、これにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（今野正明） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

     【行政報告】                               

○議長（今野正明） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長、佐藤誠七君。 

              〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） 行政報告を行います。 

新型コロナウイルス感染症の状況といたしましては、７月に入り国内において過去最



 

多の感染者数を更新する日が続くなど、第７波とみられる状況にあり、山形県において

も連日感染者が確認され、７月28日には過去最多となる926人の新規感染者が確認され

ているところであります。 

本町におきましても、７月20日に19名の新規感染者が確認され、連日10名を超えるな

ど、感染力の強いオミクロン株「ＢＡ ．５系統」への置き換わりが進み、過去にない

ペースで感染の拡大が見られました。町内小中学校でも感染者が多くみられ、学童施設

では町内初のクラスターも発生することとなり、町といたしましても、感染症対策本部

会議を開催し、感染拡大防止の対応を図ったところであります。その後、町内において

は新規感染者数が減少し小康状態を保っておりますが、依然として予断を許さない状況

が続いております。町民の皆様に対しましては、こまめな換気、三密対策、手指消毒と

いった基本的な感染防止対策の徹底について、重ねてお願いをしたところです。 

新型コロナワクチン４回目接種につきましては、６月21日から接種を開始し、７月22

日には接種対象に医療従事者及び高齢者、障がい者施設従事者等が加えられたことを受

け、８月１日からそれらの方々への接種を進めております。地区ごとの高齢者向け接種

は８月18日から本格化し、９月末までに希望される方全てに接種していただけるよう進

めてまいります。 

感染者が急増する中で、対応にあたる保健所業務がひっ迫している状況から、知事及

び総合支庁長からの依頼により、８月４日から８月末日までの木曜、土曜、日曜の週３

日間、町職員を置賜保健所へ派遣し、感染者の健康観察業務等にあたる予定であります。 

また、国からは現在開発中のオミクロン株対応ワクチン接種体制確保が求められてお

り、５回目となるコロナワクチン接種の秋以降の実施に向け準備を進めております。 

一方、町内の経済状況につきましては、全体的に回復傾向にあるものの、飲食業にお

いては宴会需要の低迷が続いており、夜間の営業比率が大きい飲食店では特に厳しい状

況にあります。また、国内外における燃料価格や原材料価格などの高騰について、適正

な価格転嫁により対応している企業が一定程度見られるものの、その対応に苦慮してい

る企業も多く、企業収益に及ぼす影響等について、引き続き注視していく必要があるも

のと認識しております。 

町といたしましては、６月以降の経済対策として、「白鷹町飲食店等応援緊急経済対

策事業」を実施し、飲食店等への支援を行ってきたところであり、今後も各種施策を展

開していく予定であります。 

今後につきましても、町内情勢を的確に捉え、国県の取組の動向を踏まえながら、町

民の皆様の暮らしを守るため、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る取組を実施し

てまいりたいと考えております。 



 

以上、行政報告とさせていただきます。 

○議長（今野正明） 行政報告が終わりました。 

 

     【議第４６号の上程、説明、質疑、討論、採決】                

○議長（今野正明） 日程第４、議第46号「令和４年度白鷹町一般会計補正予算（第３号）

について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。町長、佐藤誠七君。 

〔町長 佐藤誠七 登壇〕 

○町長（佐藤誠七） ただいま上程になりました議第46号 令和４年度白鷹町一般会計補

正予算（第３号）についての提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては原油価格等の高騰により、大きな影響を受けている運送事業者等

に対する支援のほか、国県補助を受けて民間が実施する児童発達支援センター等の開設

に対する支援について、早急に対応する必要があるため、所要の措置を講ずるものであ

ります。   

対応する財源といたしましては、国庫支出金、町債及び繰越金で対処するものであり

ます。 

以上の結果、歳入歳出それぞれ3,849万円を追加し、歳入歳出それぞれ87億2,412万円

とするものであります。 

なお詳細につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご決定賜ります

ようお願いを申し上げます。 

○議長（今野正明） 総務課長、菅間直浩君。 

○総務課長（菅間直浩） ご説明申し上げます。 

補正予算書の１ページをご覧ください。 

議第46号 令和４年度白鷹町一般会計補正予算（第３号）。 

令和４年度白鷹町一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,849万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ87億2,412万円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

補正予算説明書の３ページをお開きください。 

款、項、目、補正額、主な内容をご説明いたします。 



 

２歳入。 

14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、800万円、１億5,988万

5,000円。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。 

19款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、９万円、３億2,978万2,000円。  

21款町債、１項町債、２目民生債、3,040万円、１億4,510万円。過疎対策事業債でご

ざいます。 

次のページになります。 

３歳出。 

３款民生費、１項社会福祉費、２目心身障害者福祉費、3,049万円、４億8,220万

4,000円。児童発達支援センター等整備事業補助金でございます。 

７款商工費、１項商工費、５目地域産業活性化対策費、800万円、１億4,612万9,000

円。運送事業者等支援給付金でございます。 

予算書の４ページにお戻りください。 

第２表 地方債補正。 

変更でございます。初めに起債の目的、続いて補正後の限度額を申し上げます。 

過疎対策事業、3,040万円を追加し４億8,900万円。 

記載の方法、利率、償還の方法は、補正前に同じです。 

説明は、以上でございます。 

○議長（今野正明） 説明が終わりました。質疑を行います。 

〔「質疑なし」の声あり〕 

○議長（今野正明） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

〔「討論なし」の声あり〕 

○議長（今野正明） なければ、採決いたします。 

議第46号について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（今野正明）ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     【閉会の宣告】                             

○議長（今野正明） 以上で本臨時会に付議された案件の審議は終了いたしました。 

  これをもって、第４回白鷹町議会臨時会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

閉会                      ＜午前１１時１３分＞ 

 


